見　積　書
件　名：戸田公園周辺ブランディング業務
金　　　　　　　　　　円
ただし、上記金額には消費税及び地方消費税は含まない。　　　　　
　戸田市契約規則、告示及びプロポーザル方式業者選定説明書により、関係事項を熟知の上、見積します。
　令和８年　　月　　日
所　 在　 地　　

商　　　　号　　

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（あて先）
　戸田市長　菅原　文仁

　 課税事業者
　　　　　　　　　　　消費税及び地方消費税に係る

　 免税事業者
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

必ずどちらかにチェックすること。
※　契約に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載してください。
















